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日頃より、当施設の運営にご理解賜り、誠にありがとうございます。 

施設利用料金等（以下、「施設使用料金」という。）について、平成２８年８月２４日の閣

議決定において、「消費税率の１０％への引上げの施行日を平成３１年１０月１日とする。」

とあることから、消費税率引上げが実施された場合には、施設使用料金の改定を行う予定で

す。 

なお、具体的な施設使用料については、追ってお知らせ致します。 

 

 

以上 


